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【重要】内定取り消しについて                      

選考時点と入所時点で、保育要件の変更や転職（就労→就労予定）・就労時間の減少等により、点数に差異

が生じた場合には、内定が取り消しになることがあります。状況に変更がある場合は、必ずご連絡ください（入

所申込締切日までに手続きが必要です）。 

１．内定取り消しとなるケースの一例 

例 1 申込書類で就労証明書を提出され、「就労」で選考されていたが、入所時点が産前産後期間に入ってお

り、「妊娠・出産」での再選考になり、入所選考における点数が下がり、内定取り消しに。 

※ 「就労」等で申請されている方でも、申請月が出産予定日６週間前から産後８週間経過後の翌日に該当する

場合は「妊娠・出産」で認定・選考（採点）されます（7ページ参照）。 

※ 産前産後休業直後に職場復帰される場合、『産後休業直後の復職・復学に関する申立書』を提出いただくこ

とで、「就労（就学）」での選考（採点）が可能です（13ページ参照）。 

例２  申込書類で就労証明書を提出され「就労」で選考されていたが、入所日までに転職されたため再選考

になり、就労時間自体に変更は無かったが、選考採点区分が「就労」から「就労予定」に変更となっ

たため、入所選考における点数が下がり、内定取り消しに（44ページ Q&A問 8参照）。 

※ 前職からの転職期間が１ヶ月以内の場合、前職の就労証明書等（※退職日の記載必須）を提出いただくこと

で、「就労予定」ではなく「就労」として採点可能です（※入所月１日時点で就労開始している必要あり）。 

例３  入所申込時の就労証明書には週４０時間勤務と記載されていたが、育児休業復帰後の勤務時間が、育

児短時間勤務制度を利用し週３０時間未満となったため、入所選考における点数が下がり、内定取り

消しに（43ページQ&A 問 6参照）。 

※ 育児時短勤務制度（時短制度）を利用される場合、短縮後の勤務時間が週３０時間以上であれば雇用契約上

の勤務時間で採点されますが、週３０時間未満の場合は短縮後の勤務時間が採点の対象となります。 

例４  産後休暇・育児休業等復帰証明書の「勤務状況（雇用契約上の勤務時間）」欄につき、勤務先法人が

誤って時短後の勤務時間を記載し、それを保護者がそのまま提出され、時短後の勤務時間で再選考と

なり、入所選考における点数が下がり、内定取り消しに（43ページQ&A問 6 参照）。 

※ 産後休暇・育児休業等復帰証明書の「勤務状況（雇用契約上の勤務時間）」欄に、過去に提出された就労証

明書と異なる就労時間が記載されている場合、雇用契約上の勤務時間が変更されたものとして取り扱わざる

を得ません。 

※ 他の提出物と同様、産後休暇・育児休業等復帰証明書に関しても、必ず、保護者ご自身が最終確認をした上

で、提出するようお願いします。 

 

 

２．入所申込締切日までの変更手続きのお願い（他児童のためだけでなく、ご本人のためにも） 

内定取り消し時に、下位希望施設の入所選考を改めて行うことはありません。 

ご家庭の状況の変化に伴い変更手続きをすることで、場合によっては入所選考における点数が下がるこ

とがあります。ただ、変更手続きを行わずに上位希望施設で内定となり、その後の変更手続きで内定取り

消しとなる場合、改めて下位希望施設の選考を行うことはありませんので、次の選考までお待ちいただく

こととなります。 

一方、入所選考の申込期日までに変更手続きをいただくことで、上位希望施設で内定が出ない場合、下

位希望施設も選考の対象となり、それらの希望施設にて内定となる可能性があります。 

そのため、入所申込締切日までの変更手続きをいただきますよう、よろしくお願いします。 

 

 

 


